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★一斉職場集会のすすめ方★ 

１．2013年春闘職場集会「読み合せ」資料を読み合せ、感想、意見を出し合いましょう。 

 消費税増税や TPP への参加に反対する運動を、労理共同で取り組むよう理事会に働きかけることや、

経営問題、赤字に対する考え方、そしてその時、労働組合としてどう闘うかなどについて、みんなの

感想や意見を出し合おう。 

 

２．職場の要求を出し合おう 

 執行部案を参考にしながら各職場の要求を出し合いましょう。執行部案に対する意見も出しましょう。 

 賃金要求は、正規ベア 1万円、定時職員時給 1000円以上です。正規は生活実感アンケートで最も声

の多かった額、時給1000円は最低賃金1000円以上を求めている社会的な運動と結びつけた要求です。 

 一時金は、大幅に削減された昨年ではなく、その前の一昨年実績月数（換算）を要求月数にしました。 

 その他、要求項目の説明書きを参考に、執行部案に足りない要求、修正が必要な要求、新たに加えた

い要求、逆に必要のない要求などを話し合いましょう。 

 

３．分会長は出された声をまとめ、報告書（職場集会設定の案内に添付したもの）に記入して労組書記局

へ提出しましょう。 

 
 
 
 
 
 



2013年春闘職場集会「読み合せ」資料  ～各分会で読み合わせて議論しましょう～ 

１． 今後予想される社会の動きが与える影響を、私たちのくらしと経営的な側面の両方から考えてみよう 

 おかやまコープの経営は、供給高の減少に歯止めがかからず厳しい状況が続いています。供給高の低下によっ

て事業剰余も減り、それを事業経費（人件費・物件費）が上回っている状況を理事会は“構造問題”としています。

経営問題についてはあとで触れることにして、ここでは、こうした経営実態にあるおかやまコープにとって、今

後の社会情勢の動きがどう影響を及ぼすのかを考えてみましょう。 

① 消費税の増税（税と社会保障の一体改革） 

 消費税は、このままいけば2014 年4 月に8%、翌15 年10 月には10%に増税されます。将来の社会保

障などの財源に消費税の増税は仕方がないと考えている仲間もいるでしょう。その真偽はともかく、8%になれ

ば年間約9万円、10%で15万円（年収4～500万4人家族）ほどの負担が増えることになります。負担増はこれだ

けではありません。“一体改革”ですから社会保険料や住民税も上がり、負担増は合わせて約 30 万円にものぼ

ります。 

賃上げはおろか、国民の所得がどんどん減り続けている昨今、これでは本当に暮らしていけなくなりますね。

そして、それは生協組合員も同じはずです。そんな状態に置かれた組合員が、果たして生協を利用し続けてくれ

るでしょうか？ 現場に行けば、「組合員から生協は高いと言われる」という声をよく聞きます。高くても他に代

えられない価値があれば利用して頂けるでしょう。しかし、増税などの影響で節約を強いられた時でも、「それで

も生協を利用したい」と言ってもらえるだけの商品やサービスが提供できているでしょうか？ それは、現状でも

供給高が下げ止まらないという事実を見れば明らかでしょう。その上に増税です。経営にとって、極めて深刻な

打撃となることには間違いありません。 

こう考えた時、私たちがやるべきことはなんでしょう。“事業”としては価格競争に埋没するか、高くてもそれ

に見合う以上の付加価値を生み出す努力を行うかです。でも、それだけで組合員のくらしが良くなることはあり

ません。本当に組合員のくらしに目を向けるのであれば、“運動”としてくらしを守る取り組みを進めることが労

理共通の重要な課題となるはずです。労働組合は、今春闘でこの課題を第一に位置付け、具体的には消費税増税

を阻止する運動を理事会とともに進められるよう取り組みたいと思います。 

②TPP への参加  ※TPP=締結国間の輸出入に関する関税（非関税障壁含）を原則すべてゼロにするという経済協定 

惨敗して政権を降りた3年前の総選挙の時の得票数よりも、実は票数を減らしているにもかかわらず、小選挙

区制という制度によって4割の得票で8割の議席を得た自民党…その多くの候補者は、TPP参加反対を公約に

掲げていました。それは、多くの生産者が TPP への参加は自らの死活問題だと訴えているからにほかなりませ

ん。中には、それは生産者の経営努力が足りないからだと主張する方もいますが、そもそも食糧の問題を市場原

理だけにゆだねることは国の安全保障上の問題からも誤っていると考えます。 

生協が掲げる理念やスローガンで“組合員のくらしを守る”ということは、その組合員に“安心･安全な食料”

を“安定的に届ける”ということでもあります。そして、それを保障するには食料を生産する生産者を守ること

が必要です。その生産者が「死活問題だ」と言い、政府までも食料自給率は 13％にまで低下するという試算を

示しているのですから、おのずと生協として立つべき立場は明白です。海外の食糧が危険だと言っているのでは

ありません。国民の食料は国内で賄えるだけの生産力を維持し発展させることこそが、組合員のくらし（食の分野

で）を守ることになるのではないでしょうか。 

従って、TPPへの参加はNO だという運動を展開してこそ、組合員に「やっぱり、さすが生協ね」「食の問題

に真剣に取り組んでいる」という姿を示せることになるのではないでしょうか。労働組合は、消費税と合わせて

TPPの問題でも労理共同の行動が出来るよう取り組んでいきたいと考えています。 

③具体的な行動提起  ※「2013 年春闘方針」の「◆春闘方針」の「１．生協組合員のくらし…」参照 

 消費税と TPP の課題で労理共同の取り組みを行うよう要求していきます。また、憲法や原発、最賃、労働者

派遣法などの諸課題でも署名や宣伝行動など労組独自の取り組みも進めます。分会のご協力をお願します。 



２． 経営の実態と赤字問題  ※「2013 年春闘方針」の「◆情勢と課題」の「４．秋闘のたたかいで…」参照 

 おかやまコープの経営の最大の問題は、供給高の低下に歯止めがかからないことです。これを克服できなけれ

ば、あとは物件費か人件費を今以上に切り詰めていくほかはありません。そして、今年度の秋闘では、赤字に転

落する可能性が高まっているとして大幅な一時金削減で決着し、労組始まって以来、初めて前年の平均年収を下

回るという結果となりました。 

では、万が一、赤字になった場合にどういうことが起こるのかを見てみましょう。①出資配当ができなくなる、

②生協法に基づき、剰余金処分の段階で赤字分を法定積立金から補填する＝法定積立金が目減りする、③そして

経営責任が問われます。更に、④赤字が続くことで“事業の収益性が低下して投資の回収が見込めなくなった”

と見なされた場合にオルガの土地などの減損処理(※)を行う必要が生じます。 

 さて、事業を行っている以上、赤字よりも黒字であることに越したことはありませんし、そのためにあらゆる

努力をすることが必要なのは言うまでもありません。しかし現在、おかやまコープには52億の法定積立金があ

ります（総代会決算諸表参照）から、②で書いたように50億を超えるような赤字にでもならない限り、一定程度の

赤字に対しては持ちこたえる体力が十分にあるということになります。また、2 年 3 年と赤字が続かなければ、

④オルガの減損も行う必要はありません。つまり、一言で言うと、供給低下で単年度損益は大変厳しい状況が続

いてはいるが、財務的には非常に安定した経営を維持できていると言えるでしょう。 

 従って、問題は、仮に赤字になっても十分持ちこたえられる体力があるにも関わらず、①出資配当ができない

とか、②法定積立金を取り崩すという事態を避ける為であれば、労働者の生活の糧である賃金を削減してもやむ

を得ないとする理事会の姿勢を認めるのかどうかということになります。先の秋闘では、｢赤字になるくらいなら

一時金削減（年収減）もやむなし｣という議論が大勢を占め、妥結判断をしました。つまり、秋闘では理事会の姿

勢を容認してしまったわけです。従って、このままでは赤字の可能性が高まる度に人件費削減を容認せざるを得

なくなります。今春闘では、それでいいのかどうか、改めて各職場で率直に議論して頂くようお願いいたします。 

３． その時、労働組合はどうたたかうか 

 “経営が厳しいなら人件費削減もやむなし”ということであれば、これ以上たたかう術はありません。しかし、

いくら“やむなし”とは言っても程度というものもあるでしょうし、何より、“体力”があるにもかかわらず赤字

回避のためなら人件費削減も辞さないという理事会の姿勢を変えるためには、それ相応のたたかいが必要になり

ます。秋闘でも提起したように、これまでのようなたたかい方では理事会を動かすことはできないでしょう。 

 実は、私たちは経験がありませんが、全国の生協労組では生協組合員に直接影響の出るストライキを決行した

事例はいくつかあります。灘神戸生協労組（現コープこうべ労組）は、1970 年代に半日や全日ストをはじめ、数

日間の波状全日ストなど、数々のストを決行しました。その目的は賃金や労働条件の改善、生協の民主化要求実

現など様々だったようですが、“生協専従者論”がはびこり極めて劣悪だった労働条件を改善させた成果は、当時

の全国の生協の目標ともなったそうです。また、近年では、昨秋闘に京都パート労組が半日及び全日ストを配置

（結果は回避）し交渉に臨んでいます。 

 70年代と現在では社会状況も全く異なりますが、こうした闘いの教訓は共通したものがあります。すなわち、

そういう闘いによって勝ち取ろうとしているもの（要求）が、生協の事業と運動の“正しい”発展方向に合致して

いるものであるという大義が欠かせないということです。これが無ければ、労働者の団結も生協組合員からの支

持も得られません。これは生協労連が定式化した「生協労働者の2つの使命」論（別掲）にも通じる問題です。 

～いずれ問われる“赤字回避を最優先する”理事会の姿勢と、経営打開に必要条件となる組織風土改革～ 

※「2013 年春闘方針」の「◆情勢と課題」の「２．おかやまコープの経営…」と「３．組織風土改革…」参照 

 さて、供給の低下が止まらないという厳しい状況の中で、経営は構造問題と称して人件費をやり玉に挙げては

いますが、今春闘で具体的な賃下げ提案などが出されているわけではありません。従って、今春闘で組合員に影

響を与えるストが必要になるかどうかもまだわかりません。しかし、赤字回避のためには、それに耐えうる体力

があっても人件費削減を優先させるという立場に理事会がたっている以上、それを許すかどうかはいずれ問われ

ることになります。ですから、私たち自身も経営指標をきちんと分析し把握できる力量を養うと同時に、ストラ

イキを含むたたかい方についても率直な議論を今から進めていく必要があります。 



 また、供給低下を打開していくには、直接組合員と相対している第一線の労働者の力こそが必要です。生協組

合員のくらしを守り、貢献するという役割を第一に担っているのは現場の労働者だからです。その現場の労働者

自身が疲弊し、身を削って働いているとしたら、まして、その労働者の賃金が、赤字に耐えうる体力があっても

“赤字にしないため”に削減されるなどという扱いを受けていたら、労働者のモチベーションは上がらず、生協

組合員に対する本当のサービスも商品も提供できず、組合員満足度も向上しないでしょう。だからこそ労働組合

は、そうした理事会の姿勢を変え、何よりも労働者が大切にされる組織風土を作ることこそが、経営の厳しさを

打開するための第一歩であると考えます。 

４． 要求の執行部案をたたき台に、職場の要求を出し合おう ※要求案は別掲参照 

 労働者のモチベーションは、何も賃金ばかりではありません。日常の職場運営や指導･教育のあり方、情報の共

有やコミュニケーション、年休取得や残業問題など、働く上での環境も重要です。この春闘で理事会に伝えたい

こと、ちょっとしたことでも、それが改善されることによってより働きやすくなることなど、職場の切実な要求

を出し合いましょう。 また、要求の執行部案について、修正意見や追加の要求、削除したほうがよい要求など、

分会の意見を出し合いましょう。 

 今年の春闘交渉は、要求提出も回答受取も全員団交とします。日程は以下の予定ですが、理事会との調整が残

っているため、決まり次第改めてご案内します。 

 要求提出団交：2月12日（火）コンベックス岡山 

 回答受取団交：3月15日（金）コンベックス岡山 

 最後に、職場集会で出された意見は、別途報告書に記入し、労組書記局までご報告ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※減損会計について 

 理事会との交渉で再三出されるのがこの「減損会計」問題です。今年度は約6億7千万の減損処理が見込まれています。

では、その“減損処理”とは何なのか。 

 “減損”とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態を指し、“減損処理”とは、それによ

って生じる価値の下落を帳簿価額に反映させる会計処理のことです。少し正確性を欠きますが、分かりやすく言うと…そ

の固定資産（事業所など）の事業損益が赤字(収益性低下)になり、投資額の回収が見込めなくなった場合、その固定資産の価

値を“簿価”から“実勢価格”に修正する…つまり投資の回収が見込めなくなった資産の価値を時価で表記することが求

められるわけです。そして、その簿価と時価との差額を損失として財務諸表に計上することが減損処理ということになりま

す。 

 つまり、財務諸表には簿価(投資額)で資産計上(主に土地、建物は減価償却される)されているため、赤字になればその簿価と時

価の差額を減損処理(損失として処理)する必要が生じるわけです。そして、おかやまコープのその資産の多くはバブルの時

代に取得されており、その差額は莫大となっているのです。 

 そういう意味でおかやまコープは、多額の減損を内在させています。黒字のうちは大きな問題にはなりませんが、赤字が

続けば減損処理する必要に迫られることになります。だから、これも理事会が赤字を出さないことに固執している大きな要

因です。 



2013 年春闘方針 

◆ 情勢と課題 

１． 民意とはかけ離れた総選挙結果と暴走する新政権の危険性 

 昨年12月16日に行われた総選挙は、前回総選挙で惨敗した時の得票よりも大幅に票を減らしているにもかか

わらず、自民･公明で衆議院定数の2/3を超える議席獲得となりました。特に小選挙区では、自民党が全有権者比

24%しかない得票で約8割の議席を占有する結果となり、選挙制度の欠陥が改めて浮き彫りとなりました。 
 この結果は、得票数を見ても明らかなとおり、決して自民党が支持された結果ではなく、制度上の欠陥の上に、

民主党政権に対する批判が重なった結果といえるでしょう。事実、自民党は今の日本社会が置かれている多くの

課題については何らの解決策も示してはおらず、単にばらまき型の大規模公共投資（列島強靭化政策）やより一層

の規制緩和という既に破たんした政策を繰り返し主張しているにすぎません。アベノミクスと称される中身は、

大企業のための政策はあっても、国民の所得を増やす政策は何一つ見られません。また、原発については早々に

推進の立場を明確にし（一度中止が決まった山口県上関原発の建設工事再開に言及）、選挙中は反対した TPP への参加も

ほのめかすなど、数の力を背景にしながら、経済界の要求には積極的に応じる姿勢を鮮明にしました。 
 更に、領土問題などに乗じて、国防軍の創設や憲法を変え集団的自衛権の行使に道を開こうとするなど、維新

の会などの台頭と併せて極めて危険な傾向も強まっています。憲法改悪に消極的な公明党をのぞいても、改憲勢

力の最右翼である維新の会を合わせれば必要議席数は大きく上回ることになります。 
 こうした政策は、決して国民のくらしを豊かにすることには結びつかず、いずれ行き詰ることは必至です。し

かし、選挙制度の欠陥は民意を正確に反映した政権の実現を困難にしているため、国民の政治への不信感と失望

はますます拡大しかねない状況です。私たちは、いま私たち自身が直面している様々な問題の根底には、財界･

大企業の優遇･優先の政治、日米安保条約による対米従属の関係があるということ、そこを変えていくことこそが

問題の解決に通じる道だということを今夏の参議院選挙に向けて改めて明らかにしていく必要があります。 

２． おかやまコープの経営と組織風土問題 

 2011年度には供給高の減少に一旦歯止めがかかりましたが、2012年度は再び供給低下に転じ、経営の厳しさは

増しています。供給減少に伴って事業剰余が減少し、それを事業経費が上回るという状態が続き、理事会はこれ

を人件費をはじめとする構造的な問題ととらえています。では、供給高が低下する要因には何が考えられるので

しょうか。長引く不況や可処分所得の低下、貧困と格差の広がり、他社との競合など様々な要因が考えられます

が、同時に生協自身の商品やサービスが支持されていないということも大きな理由の一つではないでしょうか。 

 生協経営の立て直しの第一歩は、ＥＳ(従業員満足)の向上から 

実は、この“支持される商品やサービス＝ＣＳ(顧客満足)”を生み出す源泉になるのが第一線で直接組合員と相

対している職員の力です。つまり、第一線で活躍する現場職員のやりがいやモチベーションを最大限引き出すの

がマネジメントのもっとも重要な役割であり、その実現に最大の責任を負っているのが経営者だということです。 

私たちは日 「々組合員のために」奮闘し、時には経営のためにも「見本品や返品の買い取りなどにも協力」し、

「残業予算を超えないよう(私方針など)仕事を持ち帰る…」などといった、法的な良し悪しはともかく、多くの“善

意”を含めて奮闘努力しています。つまり、時として自らの身を削ってでも生協組合員や安定経営のために努力

しているのです。 

しかし、経営はこうした私たちの“善意”の努力を認めてくれているでしょうか？“経営が厳しいのだからそ

のぐらいは協力して当たり前、嫌なら買い取らなければいい”、あるいは“高い給料もらっているんだから数値を

挙げて当たり前…”、こうした姿勢で対応されたらその人のモチベーションは上がらないでしょう。もちろん、“身

を削る”＝サービス労働であってはいけません。言いたいのは、そういう“善意”の努力を含めて、働いている

者の気持ちをどう生かしていくかという立場でマネジメントする姿勢が必要だということです。 

また、秋闘の交渉の中で専務は「組合員SCが稼働し、中国5生協の中で組合員からのクレームはおかやまが一

番多い(※)ことが判明した」と述べました。その内容は様々でしょうが、私たちが常に口にしている“組合員の

ため”のサービスが本当に出来ているのかどうか、もう一度振り返る必要があるのではないでしょうか。数値を

上げるために、いわゆる“組合員教育”とは相いれない過剰なサービスがなかったでしょうか。 

※運営部に確認すると、組合員側の勘違いや言いがかりにも似たクレームもあるが、それを除いても断然多いということでした。 

３． 職場風土改革とマネジメント力の向上を目指して ～現場は組合員のために、経営は労働者のために～ 

 本当のＣＳ(顧客満足)の向上は、ＥＳ(従業員満足)の向上があって初めて実現すると言われています。しかし、経



営の厳しさを背景に数値で詰められ、何よりも効率が優先され、プロセスよりも結果が何より評価されるなどと

いうマネジメントの下では、労働者の“働きがい”や“存在価値”など、組織から信頼され大切にされていると

いう実感を持つことは出来ません。いくら“組合員のため”とは言われても、そういう組織のために頑張ろうと

いう気持ちには結びつかないと考えます。 

ＥＳを高めることが労働者の自覚やモラルを向上させ、自分が大切にされているからこそ顧客(組合員)を大切に

して本当のサービスを提供することに繋がる、そしてクレームも減少し業績も上がる(専務発言＝「これ(クレームの

多さ)を改善徹底することで前進できる」)という好循環につながる第一歩になると考えます。 
 問題は、そういう職場風土をどう構築するかです。ポイントは、マネジメントのあり方の基本に経営者や幹部

層に労働者を大切にするという考え方を定着させることです。いくら数値で詰めても、業績で評価し処遇で優遇

しても、決して真のＣＳの向上＝業績回復にはつながらないということに気付くべきでしょう。大切にされた労

働者こそが組合員のくらしに貢献するための様々なサービスを「組合員のために」提供することができ、そのこ

とが組織を守り発展させる力となっていくのです。 

 もちろんこれは経営打開に向けた組織風土改革の第一歩に過ぎず、事業的にはさらに具体的な経営方針や戦略

が必要です。しかし、この第一歩の実現がおそらく最も困難な課題だと言えるでしょう。労働組合では、生協労

連が進めている職員意識調査や政策研究集会などに積極的に関わり、おかやまコープの実態にも引き寄せて「組

織風土改革」をテーマに、経営も含めた討議ができるよう進めていきたいと思います。 

【 ES －Employee Satisfaction－従業員満足とは？】 ※CS －Customer Satisfaction－＝顧客満足 

従来、業績向上の要として重視されてきたCSですが、最近ではそのCSを高めるためには、ESを高めることこそが重要であるという経営

論(理念経営と呼ばれている)が注目されています。 

従業員満足とは、単に賃金や労働条件の良さを指すのではありません。社会には、賃金や労働条件の良しあしに関わりなく従業員満足

度の高い企業は数多く存在します。そうした会社に共通してみられるのは、社員一人一人が会社から必要とされ、信頼され、大切にされて

いると実感できていること、もちろんリストラ合理化などの整理解雇は言うに及ばず、厳しい時こそ経営者自らが社員を守るために身を粉に

している姿が全社員に伝わっていることなどが挙げられます。つまり、「自分自身が大切にされている実感があるからお客様のことを大切に

したいという気持ちになる」（藤井正隆著｢感動する会社はなぜすべてがうまく回っているのか？｣より抜粋、ばんどう太郎の社員の言葉）ということであり、

これこそが従業員満足という考え方の本質です。ES の向上が CS の向上となり、好業績につながるという好循環を生み出すのです。 

おかやまコープではよく「組合員のために」という言葉が使われます。それ自体は間違っていません。しかし、職員一人一人が本当に生

協から必要とされ、信頼され、大切にされていると実感できているでしょうか？それぞれの立場の職員が、生協の中のそれぞれの役割に

おいて、自分自身の存在価値や大切にされているということを実感できていることが大切なのです。 

それを実現している象徴的な会社が、法政大学の坂本光司教授の著書「日本でいちばん大切にしたい会社」で紹介されています。 

 

４． 秋闘のたたかいで問われたこと 

 2012秋闘は、大幅な一時金削減で決着し、生協労組おかやま始まって以来、初めて「平均年収が減少した年」

となりました。この秋闘のたたかいでは、労働者として改めて経営の実態を正確に把握できる力量を身につける

必要があるということと、“赤字”という場合に労組はいかに闘うかという問題、そして経営が赤字になるという

ことを労組としてどう捉えるのかという問題が問われました。 

 “単年度赤字”に対する考え方(経営分析の必要性)について 

 おかやまコープの経営は、再建以来初めて赤字に転落する可能性が高まっています。労働組合は、50億を超え

る法定積立金など財務的には非常に安定した経営であることや、今年度の赤字見込みの大きな要因には 6億を超

える減損処理が含まれていることなどを示し、赤字を回避するための人件費(一時金)削減は認められないと大規

模なスト配置の検討も含めて職場討議を行いました。結論は“赤字になるよりは一時金削減もやむなし”が大勢

を占めましたが、改めて経営の実状をきちんと把握する力量が必要なことと同時に、今回のような判断は、今後

経営が厳しくなれば即人件費削減に直結することを容認することにつながる問題として認識しておく必要があり

ます。 

 赤字回避を金科玉条とする理事会に対し、労組はいかに闘うか 

経営者として、赤字を出さないよう努力するのは当たり前のことです。しかし、赤字になっても十分持ちこた

えるだけの体力があるにもかかわらず、赤字を回避するためであれば人件費を削減しても良いということにはな

りません。しかし、おかやまコープは一度倒産した経験もあり、赤字で出資配当が出せないとなった場合、組合

員に対し｢職員へは一時金は予算通り執行しました｣とは説明できないなどと主張し、またオルガなどの多額とな

る減損処理対象が残されていることから、単年度決算における赤字回避をすべてに優先させる姿勢を貫いていま



す。つまり、私たちの生活の糧である人件費よりも、出資配当を出し続けることや減損処理を発生させないこと(内

部留保を取り崩させないこと)の方が大切だということに他なりません(ＥＳにもつながる話)。こうした姿勢の理事会と

いかに対峙するか、この間の交渉を見てもこの姿勢を覆すにはそれ相応のたたかい方が必要です。 

しかし、だからといって単純に生協組合員に影響の出るストライキを打てばいいとはなりません。生協は、そ

れ自身が消費者のくらしを守る消費者運動の推進者であり、そこに働く労働者はその担い手でもあるからです。

私たちは、改めて何のために働くのか、生協の事業と運動を一体的に推進･発展させるためには何をすべきなのか、

そして、それを成し遂げていくためにどんな組織を作る必要があるのかを生協労連が定式化した『生協労働者の

二つの使命』論（※）にたって真剣に考える春闘にしていきます。 

※ 生協労働者の 2 つの使命論…①一般的使命:階級的労働者として社会変革を担う使命と、②専門的使命:消費者運動の担い

手として生協運動を進める使命。詳細は、別掲の資料参照。 

５． 新人事制度提案の決着に向けて 

 正規の人事制度提案については、1 月下旬に最終判断の全員投票をおこないます。結果によっては、春闘にお

ける賃金交渉に大きく影響を与えることも予想されますが、事態に応じたたたかい方を臨機応変に検討します。 

 定時職員は、エクセレント制度提案について年度内決着をめざし、協議を継続します。 

～以上、こうした情勢認識、問題意識から、以下を春闘方針として取り組みます～ 

◆ 春闘方針 

１． 生協組合員のくらしと生協経営を脅かす外的要因に対し、断固阻止するための運動を経営とともに進めよう 

・ 14年からの消費税増税(8%)やTPPへの参加は、経営にとって極めて深刻な影響をもたらす問題であり、これ

を断固阻止するための労理の共同行動を追及する。期間を設定し、店舗等では労理共同宣伝行動を、宅配事

業では労理共同声明と署名の配布･協力を呼びかける運動を提案する。 

・ 憲法改定を容易にする第 96 条問題やその先にもくろむ憲法 9 条改悪をターゲットにした国防軍創設、集団

的自衛権の行使を可能とさせる憲法改正の動きに対し、断固阻止するためのあらゆる行動に取り組む。 

・ 景気回復の要である内需の拡大を実現するため、安定雇用や賃金の底上げなど労働者のくらしの改善をめざ

し、最低賃金引き上げ(1000円以上)、労働者派遣法などの抜本改正、パート法の改正など、労働者のくらし

や権利に関わる諸課題において、全国や県内の運動に結集し、他団体との協力共同で運動を地域に広げる。 

２． 安定した雇用と安心して暮らせる賃金を目指し、赤字を理由とした人件費削減は絶対に許さないたたかいを

進めよう 

・ 職場討議で経営問題、赤字の考え方について学び、経営分析力を高める。同時に、労組のたたかい方につい

ては、過去の経験(2つの使命と3つの民主制論)から学び、組織内議論を活性化させる。 

・ 賃金はベースアップの獲得と夏季一時金 2011年度実績の回復を目指す。 

・ 交渉においては、圧倒的多数の賛成でスト権を確立させ、十分な論議の上に強力なストも配置して臨む。 

・ 交渉は要求提出及び回答受取ともに全員交渉とする。各交渉とも500名以上の参加を目指す。 

・ 一方的な解雇や雇止めについては、労組の総力を挙げて阻止する。 

・ 正規人事制度提案を決着させ、その成否に応じた人件費問題への対応を検討する。また、ポストが限られて

いる生協組織内において、その他にどのようなキャリアアップ(制度)が可能なのかの研究に着手する。 

３． 組織風土改革を経営状況の打開策として位置付け、安心して働き続けられる職場を実現しよう 

・ 生協労連が実施した職員意識調査や生協政策研究集会などに積極的に参加し、組織風土改革について経営と

の対話を進める。 

・ 理念経営を実践している会社見学を計画する。 

・ 職場討議を通じて労働実態を浮き彫りにし、要求に反映させて改善を勝ち取る。 

・ 均等待遇実現や最低賃金1000円以上実現の社会的課題と対理事会要求とを結び付け、前進を勝ち取る。 

４． 委託・派遣、非正規労働者との連帯を広げよう 

・ 委託･派遣社員の雇用の安定をめざし、直雇用政策への転換を求める。 

・ 委託元という立場を背景にした委託料の引き下げは行わせず、委託会社同士の競争をあおるような交渉のす

すめ方は許さない。 

・ 夕食宅配の個人事業主との交流を深め、労働実態の把握と改善を進めると同時に、直雇用化を要求する。 



◆ 春闘スケジュール 

1/ 9(水)  第7回中央執行委員会(方針確立) 

1/12(土)  第3回分会代表者会議＆2013旗開き） 

1/14(月)～2/8(金)一斉職場集会期間（要求論議） 

2/8(金)  第4回分会代表者会議 

  2.8春闘中央行動 

2/9(土)  第8回中央執行委員会 

2/12(火)  2013春闘要求提出団交(予定) 

2/20(水)  全労連 地域総行動 

2/22(金)  第8回四役会議（回答後の進め方） 

3/ 2(土） 第9回中央執行委員会 

3/ 3(日)  岡山県春闘総決起集会 

3/5(火)～6(水)3.5春闘中央総決起集会(最大結集) 

  3.6生協労連中央行動 

3/15(金)  春闘回答受取団交(予定) 
 



2013 年春闘要求書（案） 

１．雇用に関する要求 

① 事業上の都合による解雇、契約削減は行わず、全ての仲間の雇

用を守ること。特にコープ院庄の仲間については、本人の意向

を尊重し、納得と合意を前提に協議を進めること。 
② 夕食宅配の配送者について、個人請負契約をやめ、直雇用化す

ること。 
③ 配送の委託政策をやめ、委託労働者の直雇用化を進めること。

また、そのために必要な制度整備を行うこと。 
④ 現行の制度に基づく内部非正規労働者の正規職員への登用制度

を確立すること。 
⑤ 正規労働者の定年を 65 歳とすること。退職日は正規･定時とも

年度末とすること。 
⑥ 契約更新が 3 年を超えた場合は、期間の定めのない雇用契約と

すること。少なくとも法改正の趣旨に従い、勤続 5 年以上の定

時職員は今すぐ無期契約とすること。 

２．賃金に関する要求 

① 赤字回避を理由とした人件費削減は行わないこと。 
② 12 年度決算で出資配当分を超える黒字の場合に年度末手当の

支給を検討すること。 
③ 生協内最低賃金を時給(換算)1000 円とし、最低賃金協定を締結

すること。 
④ 正規職員は一律 1 万円のベースアップを行うこと。 
⑤ 一時金は年間で 2011 年度実績月数(換算)を上回ること。夏季一

時金はセパ共に 1.01ヶ月以上とすること（11年度実績正規 1.01、
定時 0.7 ヶ月）。また、事実上長期にわたり雇用しているアルバ

イトには寸志を含めた支給を行うこと。支給日は 7 月 10 日とす

ること。 

３．均等待遇に関する要求 

① 改正パート法の趣旨に基づき、おかやまコープに働くすべての

労働者の福利厚生に関する格差を是正し、慶弔規定の雇用間格

差をなくすこと。 

② “実祖父母及び兄弟姉妹死亡”の際の特休3日を有給とすること。 

③ 定時職員の生理休暇の有給化を実現すること。 

④ 慶弔休暇について、アルバイト職員にまで定時職員規定を適用

すること。 

①焦眉の課題の院庄の
問題を強調しました。 

②③委託や派遣の仲間を
直接雇用し、安定した雇
用を実現すべきです。彼

らの仕事ぶりは、直雇用
労働者にも引けを取らな
い、あるいはそれ以上に

ふさわしいものです。そ
うした彼らを直雇用にし
てこそ彼らのモチベーシ

ョンも上がり、より質の
高いサービスにもつなが
ります。 

⑥4 月から労働者契約法
が改正されます。そこか
ら数えて勤続 5 年以上と

いうことですが、法の趣
旨を先取りするよう求め
る要求です。 

①赤字…は、秋闘で問わ
れた問題です。②年度末

手当は、剰余予算を超え
れば検討するという合
意でしたが、赤字回避の

ために減らされた一時
金を少しでも回復させ
るのに遠慮はいらない

と要求に入れました。 

④生活実感アンケート
で一番声の多かった 1万

円をベア要求にしまし
た。⑤一時金は、削減さ
れた 12 年度ではなく、

その前年の 11 年度実績
を要求にしました。 

昨年は②を重点課題と

して、③を削除（棚上げ）
していましたが、改めて
③の生理休暇有給化の

要求を復活させました。 



４．法律遵守と安心して働ける職場作りに関する要求 

① 各業態･各部門の増員を行い、希望通り年休が取得でき、サービ

ス残業を含む長時間労働の無いゆとりを持った体制をつくるこ

と。 
② 年休取得について、計画付与実施を含めて前年取得実績(平均)

を 1 日以上上回ること。 
③ 他生協で広がっている、失効年休の積立制度を早急に確立する

こと。 
④ サービス残業を根絶すること。同時に業務内容(作業内容)の精査、

効率化を進め、労働時間の短縮を図ること。一方、必要な作業

に要する時間については、残業予算よりも優先させて確実に保

証すること。 
⑤ 昼休憩が 1 時間確保できることを前提とした配達コースの新編

成を行うこと。また、その責任を明確にすること。 
⑥ 年間 5 日分の年次有給休暇の時間単位取得を実現すること。 

５．組合員のくらしを守る生協運動強化と生協の展望に関する要求 

① 消費税増税阻止、TPP 参加阻止に向けた労理共同の行動を呼び

かける。店頭での労理共同宣伝行動や宅配事業での労理共同宣

言や署名用紙の配布･回収など、取り組みの具体化に向けての協

議に応じること。 

６．生協労連統一要求書への回答及び本要求に対する回答指定日 

① 本要求書と合わせて、生協労連統一要求書に回答していただくこと。 

② 回答を 3月 15 日(金)に文書で行うこと。 

①定員の増員の要求で

す。欠員による人員不足
だけではなく、そもそも
業務量が多すぎます。増

員で年休取得や残業短
縮などを実現しましょ
う。 

②この間の取組み(計画
取得等)で年休取得に対

する不満の声は減少し
ています。しかし、取得
実績が大きく改善して

いるわけではなく、疾呼
王する年休は引き続き
多いのが実態です。付与

される日数も考慮し、+1
日の取得実績を残すよ
う求めた要求です。 

④サービス残業の根絶

はもちろん、業務内容を
点検し、効率化を進める
必要があります。逆に必

要な時間はきちんと保
障させることも重要で
す。 

⑥システム変更にコス

トがかかるとして実現
していませんが、安い方
法で出来ないか検討す

るというの前回の回答
でした。その検討状況を
明らかにさせましょう。 

①この課題に取り組ま
なければ、本当に組合員

のくらしは守れません。
その役割を経営にもし
っかり果たして欲しい

と考えます。 



 

① 損益計算書（2012 年12 月度単月） 

② 損益計算書（2012 年度12 月現在累計） 

③ 貸借対照表（2012 年3 月31 日現在） 

※ 法定積立金参照 

④ 損益計算書（2011 年度決算） 

⑤ 事業経費明細（2011 年度） 

⑥ キャッシュフロー計算書（2011 年度） 

※ 現金の流れを表す。一般的に、事業活動によるキャッシュフローがプラス、投資活動及び財務

活動によるキャッシュフローがマイナスであれば健全な経営と言われる。また、事業活動のキ

ャッシュフローの額の範囲内で投資活動が行われていれば適性な投資活動と言われる。 

⑦ 剰余金処分案（2011 年度） 

※ 当期未処分剰余金がマイナス(赤字)になれば、それに相当する額を「法定積立取り崩し額」と

して計上し、合計をゼロとする。 

⑧ 生協労働者の「二つの使命」論に関する資料 

※ 戸木田嘉久、三好正巳 編著「生協再生と職員の挑戦」～新版･生協職員論の探求～より抜粋 



＊＊＊　事業別損益計算書（おかやまコープ）　＊＊＊ 2013/1/11　作成

注）「おかやまコープ購買事業計」は、おかやまコープ全体から、福祉事業を控除した合計列です。

１２月度単月の状況
宅配事業 店舗事業 共済事業 共通本部（ｴﾘｱ本部含む） おかやまｺｰﾌﾟ購買事業計 福祉事業

科目名
２０１２年度

実績
執行率 伸長率

２０１２年度
実績

執行率 伸長率
２０１２年
度実績

執行率 伸長率
２０１２年度

実績
執行率 伸長率

２０１２年度
実績

執行率 伸長率
２０１２年
度実績

執行率 伸長率

事業収入（総事業高） 3,184,605 98.8 % 104.1 % 1,146,367 92.4 % 94.0 % 33,832 106.0 % 99.2 % 45,665 89.3 % 78.9 % 4,410,469 97.0 % 100.9 % 13,986 92.6 % 101.4 %
Ⅰ．供給事業
　１．供給高　（①から③の計） 3,140,890 98.8 % 104.0 % 1,130,134 92.4 % 93.9 % △ 0 150.0 % 4,271,024 97.0 % 101.1 %
　　①宅配供給高 3,146,378 98.8 % 104.0 % 3,146,378 98.8 % 104.0 %
　　②その他供給（店舗拠点振替） △ 5,488 78.5 % 92.0 % △ 5,488 78.5 % 92.0 %
　　③店舗供給高 1,130,134 92.4 % 93.9 % 1,130,134 92.4 % 93.9 %
　２．供給原価 2,370,348 99.1 % 104.0 % 859,115 92.1 % 94.3 % 1,415 △ 66.6 % 9.0 % 3,230,878 97.2 % 100.8 %
　　（１）期首商品棚卸高 6,583 82.4 % 82.3 % 341,177 102.8 % 97.3 % 4,187 24.2 % 6.3 % 351,947 98.5 % 82.7 %
　　（２）当期仕入高 2,371,099 99.1 % 104.0 % 849,111 83.1 % 94.9 % △ 2,047 96.3 % 8.2 % 3,218,163 94.3 % 102.2 %
　　（３）期末商品棚卸高 7,334 88.0 % 87.8 % 331,174 78.7 % 98.8 % 725 4.2 % 2.8 % 339,232 76.0 % 91.8 %
　３．供給剰余金 770,542 98.1 % 104.1 % 271,020 93.2 % 92.4 % △ 1,415 △ 66.6 % 9.0 % 1,040,146 96.5 % 102.2 %
　　　（Ｇ．Ｐ．Ｒ） 24.53 % 99.3 % 100.1 % 23.98 % 100.9 % 98.4 % -24.16 % 100.7 % 97.5 % 24.35 % 99.4 % 101.1 %

Ⅱ．共済事業
　１．共済事業収入
　２．共済事業費用
　　　共済剰余金

Ⅲ．福祉事業
　１．福祉事業収入 13,986 92.6 % 101.4 %
　２．福祉事業費用 10,871 79.3 % 98.3 %
　　　福祉事業剰余金 3,115 223.0 % 114.1 %

Ⅳ．その他事業収入
　１．配達手数料収入 37,409 100.6 % 108.9 % 37,409 100.6 % 108.9 %
　２．共済受託収入 6,306 84.2 % 115.8 % 1,401 48.5 % 112.4 % 33,134 106.1 % 99.1 % 40,841 98.2 % 101.8 %
　３．不動産賃貸収入 14,187 101.7 % 104.6 % 2,559 100.0 % 100.0 % 16,746 101.5 % 103.8 %
　４．物流通過料収入 35,488 84.7 % 76.0 % 35,488 84.7 % 76.0 %
　５．チラシ掲載料収入 126 114.8 % 95.4 % 126 114.8 % 95.4 %
　６．発注～仕入手数料収入 3,221 97.3 % 97.3 % 3,221 97.3 % 97.3 %
　７．その他受取手数料 645 93.0 % 108.6 % 699 99.7 % 105.8 % 4,270 132.7 % 82.4 % 5,613 121.7 % 87.2 %
　　　その他事業剰余金 43,715 97.8 % 109.8 % 16,233 92.6 % 105.3 % 33,832 106.0 % 99.2 % 45,665 89.3 % 78.9 % 139,445 96.0 % 94.7 %

　　　事業総剰余金 814,257 98.1 % 104.4 % 287,253 93.1 % 93.0 % 33,832 106.0 % 99.2 % 44,249 83.1 % 104.9 % 1,179,592 96.4 % 101.3 % 3,115 223.0 % 114.1 %

Ⅴ．事業経費 461,200 99.0 % 102.4 % 230,580 96.2 % 95.4 % 18,711 90.4 % 110.7 % 191,487 96.1 % 93.2 % 901,978 97.5 % 98.6 % △ 1 25.0 % 100.0 %
　１．人件費 209,579 102.2 % 99.8 % 114,632 101.2 % 98.4 % 13,277 98.1 % 96.3 % 84,648 99.6 % 82.1 % 422,135 101.3 % 95.2 %
　２．物件費 251,621 96.6 % 104.7 % 115,948 91.7 % 92.6 % 5,434 75.8 % 174.4 % 106,839 93.5 % 104.4 % 479,842 94.4 % 101.9 % △ 1 25.0 % 100.0 %
　　　事業剰余金 353,058 96.9 % 107.2 % 56,673 82.4 % 84.5 % 15,121 134.9 % 87.9 % △ 147,238 100.9 % 90.2 % 277,614 93.1 % 110.9 % 3,116 222.4 % 114.1 %

Ⅵ．事業外収益 1,465 172.0 % 153.2 % 1,223 99.0 % 92.2 % 19,303 96.0 % 100.0 % 21,991 99.0 % 101.8 %
Ⅶ．事業外費用 1,066 164.8 % 164.3 % 1,819 101.4 % 102.9 % 2,198 93.3 % 82.6 % 5,083 106.0 % 100.1 % 4 100.0 % 100.0 %
　４．金利配賦額 647 100.0 % 99.5 % 1,759 100.0 % 100.5 % △ 2,410 △ 4 4 100.0 % 100.0 %
　　　経常剰余金 353,457 97.0 % 107.2 % 56,077 82.3 % 84.2 % 15,121 134.9 % 87.9 % △ 130,133 101.5 % 88.8 % 294,522 93.3 % 110.3 % 3,112 222.8 % 114.1 %

Ⅷ．特別利益
Ⅸ．特別損失 12 210 21.0 % 46.7 % △ 1,884 △ 26032.5 % △ 1,662 △ 166.2 % △ 363.2 %

　　　現場直接剰余金 353,445 97.0 % 107.2 % 55,867 83.2 % 84.4 % 15,121 134.9 % 87.9 % △ 128,249 100.0 % 87.5 % 296,184 94.1 % 111.2 % 3,112 222.8 % 114.1 %

Ⅹ．本部経費負担額（内部取引）計 80,488 92.6 % 99.2 % 28,024 100.9 % 61.1 % 15,121 134.9 % 87.9 % △ 126,132 98.4 % 86.1 % △ 2,499 110.0 % 105.8 % 2,499 110.0 % 105.8 %
　１．事業内本部より 42,096 103.0 % 102.6 % 14,480 135.2 % 48.5 % △ 58,895 109.8 % 80.6 % △ 2,319 112.2 % 106.0 % 2,319 112.2 % 106.0 %
　２．ｴﾘｱ本部より 8,960 108.7 % 99.4 % 3,161 103.4 % 87.8 % △ 12,155 107.3 % 96.1 % △ 34 103.9 % 107.8 % 34 103.9 % 107.8 %
　３．ｾﾝﾀｰ,ｺｰﾌﾟ共通配賦部門より △ 8,609 181.8 % 94.7 % △ 3,037 172.8 % 83.8 % 15,121 134.9 % 87.9 % △ 3,476 73.7 % 77.5 %
　４．全事業共通配賦部門より 38,040 89.4 % 94.7 % 13,420 85.1 % 83.7 % △ 51,605 88.2 % 91.6 % △ 146 84.6 % 102.7 % 146 84.6 % 102.7 %

　　　税引前当期剰余金 272,957 98.3 % 109.8 % 27,843 70.7 % 137.1 % △ 2,117 29246.5 % 298,684 94.2 % 111.1 % 613 △ 70.1 % 168.0 %
　　法人税等
　　　当期剰余金 272,957 98.3 % 109.8 % 27,843 70.7 % 137.1 % △ 2,117 29246.5 % 298,684 94.2 % 111.1 % 613 △ 70.1 % 168.0 %



＊＊＊　事業別損益計算書（おかやまコープ）　＊＊＊ 2013/1/11　作成

注）「おかやまコープ購買事業計」は、おかやまコープ全体から、福祉事業を控除した合計列です。

１２月までの累計の状況
宅配事業 店舗事業 共済事業 共通本部（ｴﾘｱ本部含む） おかやまコープ購買事業計 福祉事業

科目名
２０１２年度

実績
執行率 伸長率

２０１２年度
実績

執行率 伸長率
２０１２年度

実績
執行率 伸長率

２０１２年度
実績

執行率 伸長率
２０１２年度

実績
執行率 伸長率

２０１２年度
実績

執行率 伸長率

事業収入（総事業高） 20,527,472 97.7 % 101.0 % 8,334,414 94.2 % 94.8 % 274,797 101.2 % 100.2 % 422,220 95.2 % 91.3 % 29,558,903 96.7 % 99.0 % 121,375 94.0 % 108.2 %
Ⅰ．供給事業
　１．供給高　（①から③の計） 20,138,764 97.8 % 100.9 % 8,185,340 94.1 % 94.5 % 0 28,324,104 96.7 % 99.0 %
　　①宅配供給高 20,178,740 97.8 % 100.9 % 20,178,740 97.8 % 100.9 %
　　②その他供給（店舗拠点振替） △ 39,976 85.4 % 93.0 % △ 39,976 85.4 % 93.0 %
　　③店舗供給高 8,185,340 94.1 % 94.5 % 8,185,340 94.1 % 94.5 %
　２．供給原価 15,216,066 98.4 % 101.3 % 6,277,275 94.3 % 95.3 % △ 22,192 116.6 % 113.0 % 21,471,149 97.2 % 99.5 %
　　（１）期首商品棚卸高 74,109 128.2 % 129.4 % 2,930,130 96.8 % 96.7 % 302,165 85.3 % 66.3 % 3,306,404 96.1 % 93.3 %
　　（２）当期仕入高 15,217,991 98.4 % 101.3 % 6,279,126 93.1 % 95.3 % △ 48,017 247.5 % 151.9 % 21,449,100 96.7 % 99.4 %
　　（３）期末商品棚卸高 76,034 125.2 % 125.0 % 2,931,980 94.0 % 96.6 % 276,341 78.1 % 62.2 % 3,284,355 92.9 % 92.8 %
　３．供給剰余金 4,922,698 95.9 % 99.8 % 1,908,065 93.4 % 92.0 % 22,192 116.6 % 113.0 % 6,852,955 95.3 % 97.6 %
　　　（Ｇ．Ｐ．Ｒ） 24.44 % 98.1 % 98.9 % 23.31 % 99.3 % 97.3 % -23.56 % 98.8 % 97.7 % 24.19 % 98.5 % 98.5 %

Ⅱ．共済事業
　１．共済事業収入
　２．共済事業費用
　　　共済剰余金

Ⅲ．福祉事業
　１．福祉事業収入 121,375 94.0 % 108.2 %
　２．福祉事業費用 98,699 90.7 % 98.7 %
　　　福祉事業剰余金 22,676 111.5 % 186.2 %

Ⅳ．その他事業収入
　１．配達手数料収入 311,594 96.9 % 104.1 % 311,594 96.9 % 104.1 %
　２．共済受託収入 77,114 86.5 % 121.6 % 15,012 93.8 % 101.7 % 268,668 101.2 % 98.9 % 360,793 97.4 % 103.1 %
　３．不動産賃貸収入 127,680 103.1 % 109.3 % 23,030 100.0 % 100.1 % 150,710 102.6 % 107.8 %
　４．物流通過料収入 330,719 93.2 % 88.6 % 330,719 93.2 % 88.6 %
　５．チラシ掲載料収入 1,398 81.8 % 86.8 % 1,398 81.8 % 86.8 %
　６．発注～仕入手数料収入 27,717 98.3 % 98.3 % 27,717 98.3 % 98.3 %
　７．その他受取手数料 6,381 96.7 % 104.3 % 6,130 99.1 % 231.6 % 39,356 111.1 % 108.4 % 51,867 107.6 % 115.1 %
　　　その他事業剰余金 388,708 94.6 % 107.2 % 149,073 101.8 % 108.3 % 274,797 101.2 % 100.2 % 422,220 95.2 % 91.3 % 1,234,799 97.1 % 99.8 %

　　　事業総剰余金 5,311,406 95.8 % 100.3 % 2,057,138 94.0 % 93.0 % 274,797 101.2 % 100.2 % 444,412 96.1 % 92.2 % 8,087,754 95.5 % 97.9 % 22,676 111.5 % 186.2 %

Ⅴ．事業経費 4,216,571 99.2 % 102.6 % 2,040,075 99.2 % 97.8 % 165,685 100.1 % 100.1 % 1,743,764 95.4 % 94.5 % 8,166,095 98.4 % 99.5 % △ 9 25.0 % 100.0 %
　１．人件費 1,916,502 102.4 % 99.7 % 1,035,511 100.2 % 97.6 % 125,544 102.0 % 100.0 % 874,031 99.9 % 93.4 % 3,951,588 101.2 % 97.7 % 0
　２．物件費 2,300,069 96.7 % 105.1 % 1,004,564 98.1 % 98.0 % 40,140 94.8 % 100.4 % 869,733 91.2 % 95.5 % 4,214,507 95.8 % 101.2 % △ 9 25.8 % 103.3 %
　　　事業剰余金 1,094,835 84.7 % 92.5 % 17,063 13.0 % 13.6 % 109,113 102.8 % 100.4 % △ 1,299,352 95.1 % 95.3 % △ 78,341 △ 47.8 % △ 146.2 % 22,685 111.4 % 186.1 %

Ⅵ．事業外収益 12,468 159.1 % 110.3 % 14,034 97.1 % 44.6 % 13 70.5 % 46.8 % 191,866 99.9 % 99.9 % 218,381 101.9 % 92.9 % 197 9850.1 %
Ⅶ．事業外費用 6,243 107.2 % 95.8 % 16,090 99.7 % 101.1 % 1 5.6 % 8.2 % 24,667 91.1 % 91.2 % 47,001 95.8 % 95.0 % 36 100.0 % 69.7 %
　４．金利配賦額 5,823 100.0 % 99.5 % 15,831 100.0 % 100.5 % △ 21,690 △ 36 36 100.0 % 100.0 %
　　　経常剰余金 1,101,060 85.1 % 92.7 % 15,006 11.5 % 10.6 % 109,125 102.8 % 100.4 % △ 1,132,153 94.3 % 94.4 % 93,038 28.3 % 38.9 % 22,846 112.4 % 188.2 %

Ⅷ．特別利益
Ⅸ．特別損失 228 41.5 % 9.4 % 8,193 85.4 % 77.6 % 35,618 86.4 % 1484.7 % 44,039 85.7 % 286.2 %

　　　現場直接剰余金 1,100,832 85.1 % 92.8 % 6,813 5.7 % 5.2 % 109,125 102.8 % 100.4 % △ 1,167,771 94.0 % 97.2 % 48,999 17.6 % 21.9 % 22,846 112.4 % 188.2 %

Ⅹ．本部経費負担額（内部取引）計 786,074 93.3 % 99.1 % 248,576 91.2 % 90.2 % 109,125 102.8 % 100.4 % △ 1,165,533 93.8 % 97.2 % △ 21,758 103.1 % 100.6 % 21,758 103.1 % 100.6 %
　１．事業内本部より 369,876 98.0 % 101.7 % 85,377 96.5 % 91.0 % △ 475,069 97.9 % 99.4 % △ 19,815 104.3 % 96.4 % 19,815 104.3 % 96.4 %
　２．ｴﾘｱ本部より 64,721 96.4 % 99.0 % 25,162 94.7 % 91.7 % △ 90,155 95.9 % 97.0 % △ 272 98.3 % 186.0 % 272 98.3 % 186.0 %
　３．ｾﾝﾀｰ,ｺｰﾌﾟ共通配賦部門より △ 52,234 115.4 % 109.6 % △ 19,890 108.2 % 99.4 % 109,125 102.8 % 100.4 % △ 37,002 87.0 % 90.1 %
　４．全事業共通配賦部門より 403,711 91.1 % 98.1 % 157,926 89.9 % 90.6 % △ 563,307 90.7 % 96.0 % △ 1,670 91.0 % 176.9 % 1,670 91.0 % 176.9 %

　　　税引前当期剰余金 314,758 69.8 % 80.1 % △ 241,763 159.0 % 166.5 % △ 2,238 93.3 % 70,757 23.7 % 28.8 % 1,088 △ 141.1 % △ 11.5 %
　　法人税等
　　　当期剰余金 314,758 69.8 % 80.1 % △ 241,763 159.0 % 166.5 % △ 2,238 93.3 % 70,757 23.7 % 28.8 % 1,088 △ 141.1 % △ 11.5 %
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2013 春闘職場集会(要求論議)報告書（記入欄が不足する場合は裏面に存分に書いて下さい） 

分会名  開催日時  

参加者数  記入者  

◆おかやまコープの経営状況についてどんな意見が出ましたか。赤字問題に関する意見等… 

◆春闘方針･すすめ方についてどんな意見が出されましたか。春闘要求(執行部案)に関する意見等… 
※ストライキ問題、年休取得、慶弔休暇、時給1000円要求などなどへの意見や感想 

◆執行部の要求案についての意見やそれ以外の職場の要求など出された意見を書いてください。 

◆その他、記入欄 

※職場集会が終了次第、分会長は職場の意見をまとめ、報告書に記入の上、提出して下さい。FAX086-296-6734 
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